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資料１－２



一般社団法人全国がん患者団体連合会（全がん連）について

 「がん」と一口にいっても、その病態や治療、患者や家族の悩みや苦痛は異なる面も多く、がんの種類や地域ごとに多くのがん患者団体がそれぞれの課題の解決に向けた取

り組みを行っています。一方で、がんの種類や地域を問わず、がん全体における共通した課題も存在することから、多くのがん患者団体がそれぞれ独自の取り組みを行い

つつ、共通した課題の解決に向けて連携した取り組みを行うことが求められています。

 この連携を行うため、「各地のがん患者団体が情報や経験を共有し、それぞれの活動をより良いものとしていくこと」「それぞれのがん患者団体の取り組みや考えを尊重し

つつ、賛同できる場合には共に連携して取り組みを行うこと」「これらの取り組みを継続かつ安定して行うために、一定の法人格をもった団体を設立すること」が必要と考

えられました。

 そこで、全国のがん患者団体の連合体組織として、がん患者団体の連携や活動の促進を図りつつ、がん患者と家族の治療やケア、生活における課題の解決に取り組み、が

ん医療の向上とがんになっても安心して暮らせる社会の構築に寄与することを目的として、非営利型の一般社団法人である全国がん患者団体連合会が、 2006年にがん

対策基本法が成立してから10年の節目となる2015年に設立され、現在51の加盟団体、加盟団体の会員総数はおよそ2万人です。
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小児がん治療の晩期合併症と移行期医療（トランジション）
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厚生労働省第５回がんとの共生のあり方に関する検討会資料より



小児がん治療の晩期合併症と移行期医療（トランジション）
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 小児がん治療の進歩により、より多くの患児に治癒や長期生存が期待できるようになっている。

 一方で、治癒を目指した強力な治療を行う場合もあり、治療から数年～数十年を経てから現れる「晩期合併症」

があり、長期的なフォローアップが求められている。

 「晩期合併症」の例としては、以下のものが挙げられる。

表は「国立がん研究センターがん情報サービス」より

 小児がんを経験した患児が、成長に伴って小児科から成人診療科へと診療の主体を移す「移行期医療（トランジ

ション）」において、患者が自分の治療歴を把握して健康管理を行えるようにする必要がある。

 成人のがんにおいても治療成績の向上により、同様の課題が存在する。



放射線治療の晩期障害
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 がんに対する放射線治療は正常細胞にも影響を与え、一定程度は修復されるものの、治療から数年〜数十年

経ってから現れる「晩期障害」がある。

 「晩期障害」の例としては、照射部位によって以下のものが挙げられる。

 頭頸部 ： 唾液腺障害、嚥下障害、顎骨壊死、外耳道炎

 胸部 ： 放射線肺臓炎（肺の線維化）、心外膜炎、冠動脈疾患

 腹部・骨盤 ： 慢性腸炎（出血、閉塞）、頻尿、膀胱炎、性機能障害

 骨・筋肉 ： 成長障害（小児の場合）、骨折しやすくなる、筋肉の拘縮

 その他 ： 二次がん

 放射線治療においては、臓器や部位によって「耐容線量」が決まっており、過去において「どの部位に」「どれだ

けの線量」を照射したかの記録が重要であり、過去の放射線治療の記録や線量を正しく把握できないと、再発

などによって別の病院で再治療が必要となった場合に、安全な照射ができない。

 過去の放射線治療の記録は治療を行った医療機関のカルテに記載されているが、治療から長期間が経過してい

ると、別の医療機関で再治療が必要となった場合に、過去の記録を参照することに時間を要する可能性がある。

 過去の放射線治療により、治療から長期間が経過している状態で「晩期障害」が生じた場合、過去の放射線治療

の記録を参照することが出来ない可能性がある。



各種情報のデータ保存期間
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厚生労働省「電子カルテ情報共有サービス概要案内」（令和7年3月厚生労働省医政局）より



救急医療と災害医療
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 救急搬送された際に、がん治療をしていた（している）

場合には、過去や現在の治療歴、服薬している薬剤の

情報が必要となる場合がある。

 自身の治療歴をまとめた記録や、お薬手帳を携行して

いる場合には役立つが、記録やお薬手帳を携行して

いない場合には、救急外来での処置が難しくなる場

合もある。

 大規模災害に被災した場合には、患者自身が保持して

いる治療歴をまとめた記録や、お薬手帳などが失わ

れてしまう可能性がある。

 大規模災害においては、医療機関も被災し、患者の治

療歴やカルテ情報が失われてしまったり、患者の避難

先で治療歴やカルテ情報が参照できなくなり、処置が

難しくなったりする可能性がある。

お薬手帳は厚生労働省ホームページより



まとめ
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 治療や投薬におけるデータ蓄積の必要性

 がん治療の進歩により、より多くの患者に治癒や長期生存が期待できるようになっている。

 小児がんにおいては、治療から数年～数十年を経てから現れる「晩期合併症」があり、長期的なフォローアッ

プが求められている。

 小児がんを経験した患児が、成長に伴って小児科から成人診療科へと診療の主体を移す「移行期医療（トラン

ジション）」において、患者が自分の治療歴を把握して健康管理を行えるようにする必要がある。

 成人のがんにおいても治療成績の向上により、同様の課題が存在する。

 放射線治療においては、治療から数年〜数十年経ってから現れる「晩期障害」がある。

 放射線治療においては、過去において「どの部位に」「どれだけの線量」を照射したかの記録が重要であり、過

去の放射線治療の記録を正しく把握できないと、再治療や晩期障害の治療に支障が生じる可能性がある。

 他の医療機関との連携の必要性

 患者が自身の治療や投薬に関する情報を保持していたとしても、医療的な正確さの観点からは限界があり、

自身が受診している医療機関以外の医療機関への連携には、医療的な正確さをもったデータが必要。

 医療機関の間でのデータ連携も、紹介状やFAXなどの方法が未だに用いられることもあり、医療機関の間で

の迅速な連携が難しい場合がある。


